
  （別紙２）金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の概要

①証券会社向けの
　 総合的な監督指針

②金融先物取引業者
   向けの総合的な監
   督指針

③事務ガイドライン：
   投資信託委託業者
   及び投資法人等の
   監督関係

④事務ガイドライン：
   証券投資顧問業者
   の監督関係

　　　　　従来の業態別の監督指針から金融商品取引業者等向けの
　　　　　総合的な監督指針へ

Ⅰ．基本的考え方

Ⅱ．金融商品取引業者等の
　   監督に係る事務処理上
     の留意点

個
別
項
目

監督上の評価項目と諸手続
Ⅲ．共通編

Ⅳ．第一種金融商品取引業

Ⅴ．第二種金融商品取引業

Ⅵ．投資運用業

Ⅶ．投資助言・代理業

Ⅷ．登録金融機関

Ⅸ．適格機関投資家等特例業務

Ⅹ．外国証券業者

 ．金融商品仲介業者

 ．証券金融会社

金融商品取引業者等向けの
総合的な監督指針

共
通
項
目

基 本 的 考 え 方

○金融商品取引業の健全・適切な業
  務運営確保

○公正な金融商品等の取引や有価証
  券の円滑な流通等の確保

○市場仲介機能等の適切な発揮を通
  じ、資本市場機能の十全な発揮・
  公正な価格形成等を確保

○国民経済の健全な発展・投資者の
  保護

　

　  金融商品取引法制の下で、多様化し
ている金商業者等に対し、監督上の対
応を的確に行うことで「貯蓄から投資
へ」の動きを加速し、以下の四つの効
果を通じ、我が国金融システムの安定
と、内外の市場参加者にとって魅力あ
る市場の実現、企業の成長、及び経済
発展に資する。

新しい監督対象
 （ファンド等）

金融商品取引業者等に係る事務処理上の留意点

目　的 趣　旨

４．法令解釈等外部からの照会への対応

５．行政処分を行う際の留意点
　　　⇒

１．一般的な監督事務

２．監督部局間・検査部局との連携

３．自主規制機関との連携
　　　⇒

１．強靭で高度なリスクシェアリング能力
　　を有する金融システムの実現（間接金
　　融中心の金融システムの脆弱性回避）
２．リスクマネーの円滑な供給とイノベー
　　ションの促進
３．厚みのある市場の実現による資本の効
　　率性・企業の収益性の向上
４．多様な運用手段の提供による多彩で豊
　　かな社会の実現

情報交換等を通じた問題意識等
の共有
金商業者からの暴力団等の排除
に関する協力

業務改善命令、停止命令等の処分を
検討する際には、行為の重大性・悪
質性、行為の背景となった経営管理
態勢及び業務運営態勢の適切性を勘
案すること




